
ご記入時の
注意点加入者月別掛金額登録・変更届

納付月と
金額を指定して
納付する方

提出用の書類です

加入者月別掛金額登録・変更届についての留意点

■     氏　　名      ： 必ず自署してください。フリガナも必ずご記入ください。
■基 礎 年 金 番 号：「年金手帳」、「基礎年金番号通知書」に記載されている基礎年金番号
　　　　　　　　　をご記入ください。
■被保険者の種別：該当する□に　 をご記入ください。

■掛金拠出を開始する月（引落月）が属する年をご記入ください。

＜例＞ 4月に新規加入を申し出る場合、5月26日引落以降の掛金額欄に記入します。
■初回の掛金引落月以降の欄に、月別の掛金額を指定します。
　【下限】　毎月拠出する場合は、1カ月の最低掛金額は5,000円です。数ヵ月分をまとめて

納付する場合は、「5,000円×まとめて納付する月数」が最低掛金額となります。
　【上限】　「1カ月あたりの拠出限度額」と「繰り越された未使用分」の合計額となります。

年内であれば、毎月の拠出限度額に満たなかった掛金額の差額を繰り越すことが
でき、毎月の拠出限度額に増額することが可能です。ただし、12月26日引落
（11月分）後の翌年に繰り越すことはできません。

■初回の掛金引落月以前の欄は空白のままとしてください。
■新規加入を申し出た月の翌月26日引落の掛金額は0をご記入ください。
■12月26日引落（11月分）は0は指定できません。
■掛金は経過した月の分のみ納付可能となるため、前納することはできません。
■掛金の引き落としができなかった場合は、掛金は未納となります。
■納付しない月は0をご記入ください。

■「2.当年の掛金額の指定」で記入した翌年をご記入ください。

■掛金額の記入要領については、「2.当年の掛金額の指定」をご参照ください。
　＊必ず「1月26日引落（前年12月分）」から、すべての月にご記入ください。
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●太枠内の該当項目をすべてご記入ください。

●訂正する場合は、訂正部分を二重線で抹消し、修正部分の周囲余白に訂正事項を
　ご記入ください。訂正印は不要です。

加入者月別掛金額登録・変更届についての記入要領

1. この届出書は、加入申出書の掛金額区分で「納付月と金額を指定して納付」（月ごとに掛金額を設定）を選択した方が、
各月の金額を記入していただく書類です。

2. 加入申出書の掛金額区分で、「毎月定額で納付」を選択された方は、提出の必要はありません。

個人型年金加入申出書

こちらの金額欄に記入しないでください。

当年の
掛金額の指定

3 翌年以降の
掛金額の指定
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掛金額の変更については、
年1回限り可能です。

12月26日引落は
0は指定できません。

新規加入を
申し出た月
の翌月は0
をご記入く
ださい。

6月引落分の掛金額の範囲について
下限 5,000円×2カ月＝10,000円
上限 23,000円×2カ月＝46,000円
10,000円から46,000円の範囲で
設定可能となります。

翌年以降の6月引落分の掛金額の範囲
下限 5,000円×6カ月＝  30,000円
上限 23,000円×6カ月＝138,000円

4月に新規加入を
申し出た場合の
第2号被保険者
（企業年金のない会社員）

の記入例

23,000円

1カ月あたりの
拠出限度額

（年額 276,000円）

こちらを選択した方のみ提出が必要となります
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